様式第７号（第７条の２関係）
	公共交通利用促進措置に関する計画書駐車施設設置完了届出書
年　　月　　日
帯広市長　　　　　様
設置者の住所
氏名　　　　　　　　　
帯広市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（平成８年条例第２号）第10条の２第２項の規定による、公共交通利用促進措置に関する計画（新規・変更）は、以下のとおりです。

	駐車施設設置場所
	帯広市

	公共交通利用促進措置

	実施項目
（〇を記入）
	実施内容
	緩和率

	
	
	公共交通利用促進ＰＲ（パンフレット配布等）【必須】
	－

	
	
	従業員のマイカー通勤規制
	１０％

	
	
	公共交通利用者への運賃補助、割引、特典付与（商品配送等）
	１０％

	
	
	駅・バス停・フリンジ駐車場等からの送迎バス実施
	１０％

	
	
	公共交通待合環境整備（全天候対応）
	１０％

	
	
	緩和率の合計（上限３０％）
	

	
	
	その他駐車需要低減に資する取組
（実施概要：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	　　　


※その他駐車需要の低減に資する取組により、減少台数の根拠が明確に示される場合に限り、
上限を定めず台数の緩和を認める規定を設けています。
※実施内容の詳細を示す資料を添付すること。
